
都留市お知らせメールができました
問合先：政策形成課

政策担当

認知症サポーター養成講座のお知らせ
申込・問合先：健康推進課

地域包括支援センター☎（46）5114

　
「
都
留
市
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
」は
、

防
災
行
政
無
線
の
情
報
や
暮
ら
し
や

イ
ベ
ン
ト
の
情
報
な
ど
、
都
留
市
役

所
が
発
信
す
る
お
知
ら
せ
を
、
お

使
い
の
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
に
、

メ
ー
ル
で
お
届
け
す
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
お
知
ら
せ
メ
ー
ル
に
は
次
の
２

種
類
が
あ
り
ま
す
。

〇
防
災
つ
る
メ
ー
ル

　

防
災
行
政
無
線
で
放
送
さ
れ
る
内

容
を
メ
ー
ル
で
お
届
け
し
ま
す
。
防

災
行
政
無
線
が
聞
こ
え
に
く
い
地
域

の
方
や
市
外
に
通
勤
さ
れ
て
い
る
方
、

ま
た
、
市
内
に
一
人
暮
ら
し
の
学
生

さ
ん
や
お
年
寄
り
が
い
る
市
外
の
ご

家
族
の
方
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

〇
街
ナ
ビ
つ
る
メ
ー
ル

　

都
留
市
役
所
か
ら
暮
ら
し
や
イ
ベ

ン
ト
の
情
報
、
さ
ら
に
は
市
民
の
皆

さ
ん
が
主
催
す
る
市
民
向
け
イ
ベ
ン

ト
の
情
報
な
ど
を
メ
ー
ル
で
お
届
け

し
ま
す
。

※
お
知
ら
せ
し
た
い
イ
ベ
ン
ト
が
あ

る
方
は
、
ま
ず
都
留
市
ま
ち
づ
く
り

市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
【
☎（
46
）

５
２
３
６
】で
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

登
録
方
法

　
下
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

※
ご
利
用
の
際
は
、
パ
ケ
ッ
ト
通
信

料
が
か
か
り
ま
す
。

※
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
入
力
す
る
際

は
、
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
。

※
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
な
ど
で
ド
メ
イ

ン
指
定
受
信
を
設
定
さ
れ
て
い
る
方

は
、「e-tetsuzuki99.com

」
か
ら

の
メ
ー
ル
も
受
信
で
き
る
よ
う
に
指

定
受
信
の
追
加
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

認
知
症
を
理
解
し
、
認
知
症
の
人
や

ご
家
族
を
見
守
り
、
支
援
す
る「
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
」の
養
成
講
座
を
地
域

や
職
場
を
単
位
と
し
て
無
料
で
開
催
し

て
い
ま
す
。

　

内
容
は
、
認
知
症
の
基
礎
知
識
を

や
さ
し
く
紹
介
し
、「
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
」が
地
域
や
職
場
で
な
に
が
で
き

る
か
を
考
え
る
約
90
分
の
講
義
で
、
修

了
者
に
は「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」の
証

で
あ
る「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」を
交
付
い

た
し
ま
す
。

　

ご
要
望
の
あ
る
地
域
、
職
場
な
ど
の

団
体
の
皆
様
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
ま
で
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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くらしねっと 検索①

検索 配信申込

■携帯電話からの登録方法

■パソコンからの登録方法

各種手当について
問合先：福祉課　子育て支援担当   　　　　　

福祉課　障害者支援担当☎（46）5112

◎
児
童
扶
養
手
当

　

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
な
い
子
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
な
ど
に
対
し
て
、
児
童
扶

養
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
条
件

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た

○
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

○
父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
害
状
態

　
に
あ
る

○
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

○
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
一
年

　
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

○
父
ま
た
は
母
が
一
年
以
上
拘
禁
さ

　
れ
て
い
る

○
未
婚
の
母
の
子

　

た
だ
し
、
公
的
年
金（
老
齢
福
祉

年
金
を
除
く
。）を
受
け
る
こ
と
が
出

来
る
と
き
な
ど
、
手
当
が
支
給
さ
れ

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

所
得
制
限

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
受
給
者

な
ど
の
所
得
状
況
に
よ
り
、
全
額
支

給
・
一
部
支
給
停
止
ま
た
は
全
額
支
給

停
止
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

受
給
者
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
の

提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

手
当
額（
４
月
か
ら
）

■
全
部
支
給

　

月
額
４
１
、４
３
０
円

■
一
部
支
給

　

月
額
９
、７
８
０
円
～

　
　
　

４
１
、４
２
０
円

第
２
子
加
算
は
月
額
５
、０
０
０
円
、
第

３
子
以
降
加
算
は
月
額
３
、０
０
０
円

◎
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
と
子
、
父
母

の
い
な
い
子
の
医
療
費（
保
険
診
療

分
）を
助
成
し
ま
す
。

支
給
要
件

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
と
子
ま
た

は
、
父
母
の
い
な
い
子

所
得
制
限

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
毎

年
８
月
に
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
に
お
け
る「
子
」と
は
、 

18
歳

を
迎
え
た
年
度
が
終
了（
3
月
31
日
）

す
る
ま
で
の
子
ど
も
を
い
い
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

在
宅
の
心
身
障
害
児（
20
歳
未
満
）

で
、
次
の
障
害
程
度
を
有
す
る
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
は
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

支
給
要
件

　

手
当
は
、
障
害
程
度
に
よ
り
１
・

２
級
に
分
か
れ
ま
す
。

○
１
級
該
当　

身
体
障
害
者
手
帳

　

１
、２
級
・
療
育
手
帳
Ａ
程
度

○
２
級
該
当　

身
体
障
害
者
手
帳

　

３
、４
級
・
療
養
手
帳
Ｂ
―
１
程
度

　

ま
た
は
、
同
程
度
以
上
の
精
神
障

　

害
の
あ
る
児
童

所
得
制
限

　

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

受
給
者
は
、
毎
年
８
月
に
所
得
状
況

届
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

手
当
額（
４
月
か
ら
）

　

１
級　

月
額
５
０
、４
０
０
円

　

２
級　

月
額
３
３
、５
７
０
円　

◎
特
別
障
害
者
手
当
な
ど

○
障
害
児
福
祉
手
当

　

身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
が
重
度

で
永
続
す
る
障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
要
す

る
在
宅
の
20
歳
未
満
の
方
で
、
特
別

児
童
扶
養
手
当
１
級
程
度
の
障
が
い

と
認
め
ら
れ
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

○
特
別
障
害
者
手
当

　

身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
が
重
度

で
永
続
す
る
障
が
い
が
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介

護
を
要
す
る
在
宅
の
20
歳
以
上
の
方

で
、
国
民
年
金
法
の
１
級
程
度
の
障

が
い
が
重
複
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

所
得
制
限

　

こ
の
手
当
は
、
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
受
給
者
は
、
毎
年
８

月
に
所
得
状
況
届
の
提
出
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

手
当
額（
４
月
か
ら
）

■
障
害
児
福
祉
手
当

　

月
額
１
４
、２
８
０
円

■
特
別
障
害
者
手
当

　

月
額
２
６
、２
６
０
円

パブリック・コメントを募集します 問合先：下記をご覧ください

手のひらに、街のいまが届く

　

次
の
案
件
に
対
し
て
、
市
民
の
皆
さ

ま
の「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
」を
募

集
し
ま
す
。

「
都
留
市
暴
力
団
排
除
条
例(

案)

」

目
的
・
趣
旨

　

暴
力
団
の
排
除
を
推
進
す
る
機
運
は

全
国
的
に
高
ま
っ
て
お
り
、
都
留
市
で

も
、
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
す
た
め
、｢

都
留
市
暴
力
団
排
除
条
例
」

を
制
定
す
る
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

市
が
作
成
し
た
条
例(

案)
に
つ
い

て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度
に

基
づ
き
公
表
し
、
市
民
の
皆
様
か
ら
の

ご
意
見
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

意
見
の
募
集
期
間

　
　

５
月
１
日（
火
）～
14
日（
月
）

意
見
の
募
集
方
法

　

○
直
接
提
出

　

○
郵
送
に
て
提
出

　
　

〒
４
０
２
―
８
５
０
１

　
　

都
留
市
上
谷
１ 

― 

１ 

― 

１ 

　
　

都
留
市
役
所
行
政
管
理
課

　

○
Ｆ
Ａ
Ｘ（
43
）５
０
４
９

　

○
メ
ー
ル

　
　

housei-anzen@city.tsuru.lg.jp

意
見
提
出
に
関
す
る
注
意
事
項

　

意
見
提
出
の
様
式
は
自
由
で
す
が
、

必
ず
、
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
及
び
案

件
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

公
表
の
方
法

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開
総

合
窓
口（
行
政
管
理
課
）、
各
案
件
ご
と

の
担
当
課
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（
土
・
日
・
祝
日
閉
庁
）
で
縦
覧

で
き
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■山梨中央銀行都留支店での認知症サポーター講座
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